
Ⅲ 計画策定の背景 

 

１ 男女共同参画に関する世界、国の動き 
国際連合（以下「国連」という。）は、昭和 50年（西暦 1975年）を「国際婦人年」と定め、「平

等・開発・平和」の 3つを目標に掲げ、女性の自立と地位の向上を目指して世界的行動を行うことを

宣言しました。 

その後、国連が全世界的な規模で女性の地位向上を目指す「国際婦人の 10年」（西暦 1976年～85

年）というキャンペーンを行っている間の昭和 54年（西暦 1979年）、国連総会において「女子に対す

るあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（以下「女子差別撤廃条約」という。）が採択されまし

た。 

 

日本は、昭和 55年（西暦 1980年）に開催された第 2回世界女性会議（コペンハーゲン）で、女子

差別撤廃条約の批准を世界に約束する署名をし、その後、国籍法の改正や雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「男女雇用機会均等法」という。）の公布等により国

内法を条約に合うように整備したうえで、昭和 60年（西暦 1985年）に女子差別撤廃条約を批准して

います。 

 

昭和 60年（西暦 1985年）には、第 3回世界女性会議（ナイロビ）が開催され、西暦 2000年に向け

て各国等が効果的措置を採るうえでのガイドラインである「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦

略」が採択されました。 

 

日本は、ナイロビ将来戦略を受けて、昭和 62年（西暦 1987年）には 21世紀に向けて男女共同参画

社会の形成を目指す「西暦 2000年に向けての新国内行動計画」を策定しました。 

 

平成 7年（西暦 1995年）には、第 4回世界女性会議（北京）が開催され、ナイロビ将来戦略の見直

しと評価を行い、10年間の成果を踏まえて、西暦 2000年に向けて世界的に取り組むべき優先的課題を

盛り込んだ「行動綱領」とその実現への決意を示した「北京宣言」が採択されました。「行動綱領」

は、女性の権利を人権として確認するとともに、貧困、教育、健康等 12の重要分野において女性の地

位向上を促進するための戦略目標と具体的行動を提示しており、中でも、あらゆる問題解決のため

に、女性のエンパワーメント（力をつけること）がキーワードとして強調されています。 

 

日本は、平成 8年（西暦 1996年）に、第 4回世界女性会議の成果も視野に入れた「男女共同参画

2000年プラン」を策定しました。このプランでは、「男女共同参画を推進する社会システムの構築」、

「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」など 4項目の基本目標を掲げ、その下に 11の重点目標

を設定し、施策の基本的方向と具体的施策の内容を示しています。（計画の対象期間は平成 12年度ま

で） 

平成 11年（西暦 1999年）には、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその

方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総

合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会基本法が制定されました。 
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平成 12年には、国連特別総会女性 2000年会議（ニューヨーク）が開催され、第 4回世界女性会議

で採択された「行動綱領」が各国でどれだけ達成されたかを検討・評価し、また、今後の各国のとる

べき行動目標が成果文書として採択されました。成果文書では、各国がとるべき行動として、①あら

ゆる形態の暴力から女性を保護する必要手段をとること、②政策決定過程への女性の参画について明

白な目標設定をすること、③育児・介護について男女が責任を共有化する施策を促進することなどが

盛り込まれています。 

 

日本は、平成 12年 12月に、男女共同参画基本計画を策定しました。男女共同参画基本計画は、男

女共同参画社会基本法に基づく国の計画であり、平成 22年（西暦 2010年）までの施策の基本的方向

と、各項目における平成 17年度末（西暦 2005年度末）までに実施する具体的施策を掲げました。 

 

平成 17年（西暦 2005年）は国際婦人年より 30周年、そして第 4回世界女性会議（北京会議）より

10年目を迎え、国連「北京＋10」世界閣僚級会合（第 49回国連婦人の地位委員会）がニューヨークで

開催されました。会議では、第 4回世界女性会議で採択された「北京宣言」・「行動綱領」及び第 23回

国連特別総会女性 2000年会議（ニューヨーク）で採択された成果文書が再確認されました。 

日本は、第 4回世界女性会議後の主な成果として、男女共同参画推進のための国内本部機構の強

化、男女共同参画社会基本法の制定などの法的・行政的措置、国際協力について報告を行いました。 

 

国では、男女共同参画基本計画の計画期間が平成 17年度末に終期を迎えることから、平成 17年 12

月に、平成 18年度（西暦 2006年度）から平成 22年度（西暦 2010年度）までの施策を掲げた第２次

基本計画を策定しました。 

 

平成 22年 12月、国は、第２次基本計画の計画期間が平成 22年度末に終期を迎えることから、平成

23年度（西暦 2011年度）から平成 27年度（西暦 2015年度）までの施策を掲げた第３次基本計画を策

定しました。 

 

平成 23年（西暦 2011年）には、女性と女児の権利を促進するため、国連女性開発基金（UNIFEM）、

女性の地位向上部（DAW）、ジェンダー問題に関する事務総長特別顧問室（OSAGI）、国際婦人調査訓練

研修所（UN-INSTRAW）という国連の 4つの機関を統合した国連機関「UN Women」が発足しました。  
平成 27年（西暦 2015年）には、第 4回世界女性会議（北京会議）から 20年目を迎え、国連「北京

＋20」記念会合（第 59 回国連婦人の地位向上委員会）がニューヨークで開催されました。会議では、

「第 4回世界女性会議 20 周年における政治宣言」等が採択されました。 

 

また、平成 27年 8月には、女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の策定を事業主

に義務付ける女性活躍推進法が成立しました。なお、この法律において、県は基本方針を勘案して、

女性活躍推進計画を定めるよう努めるものと規定され、同年 9月には、女性の職業生活における活躍

の推進に関する基本方針が閣議決定されました。 
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平成 27年 9月に開催された国連サミットで、持続可能な開発目標（SDGs）を中核とする「持続可能

な開発のための 2030アジェンダ」が採択され、ゴール 5として「ジェンダー平等と女性と女児のエン

パワーメント」が明記されました。 

 

平成 27年 12月、国は、第３次基本計画の具体的施策の計画期間が平成 27年度末に終期を迎えるこ

とから、今後 10年間を見通した目標と今後 5年間に実施する施策の基本的な方向と具体的な取組をま

とめた第４次基本計画を策定しました。 

 

（第２次計画中間改定後の動き 平成 28年 3月～） 

平成 30年 5月には、政治分野における男女共同参画を推進し、男女が共同して参画する民主政治の

発展に寄与することを目的とする政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が公布、施行さ

れました。衆議院、参議院及び地方議会の選挙において男女の候補者の数ができる限り均等となるこ

とを目指すことなどを基本原則としています。 

 

令和元年 5月には、女性を始めとする多様な労働者が活躍できる就業環境をさらに整備するため、

女性活躍推進法附則に基づく見直しの検討が行われ、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、情

報公表の強化、ハラスメント対策の強化等の措置を講じることを内容とする女性活躍推進法等一部改

正法が成立しました。また、改正に伴い、基本方針も見直されました。 

〇女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（抜粋） 

 第１部 基本的な方向 

 ・行政の役割 

   行政は、事業主が、取組を円滑かつ効果的に実施できるよう法に基づく必要な支援を行うとと

もに、公的サービスの提供主体として、女性に対する支援措置や、保育環境の整備を始めとする

職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境整備を図ることとする。 

 第２部 事業主が実施すべき取組に関する基本的な事項 

 ・事業主行動計画策定指針の策定に当たっての観点 

 第３部 女性の活躍推進に関する施策 

 ・女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

 ・職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備 等 

 

令和元年 6月には、G20大阪サミットが開催され、女性のエンパワーメントが重要な議題の一つとし

て取り上げられました。女性労働参画、特に STEM分野（科学、技術、工学、数学）における女児教育

支援、女性起業家を含む女性ビジネスリーダーの声の反映の３つが成果文書に盛り込まれています。 

 

また、同年 6月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「配偶者暴力

防止法」という。）が一部改正され、児童虐待防止及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化

を図るため、児童虐待と密接な関連があるとされる DV被害者の適切な保護が行われるよう、相互に

連携・協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化されました。 
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令和 2年 6月には「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を決定し、令和 2年度から 4年度までの 3 

年間を、性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」として、被害者支援の充実、加害者対策、教育・啓

発の強化に取り組むこととしています。 

 

 令和 2年 12月、国は、第４次基本計画の具体的施策の計画期間が令和２年度末に終期を迎えること

から、今後 10年間の基本認識と今後 5年間を見通した施策の基本的な方向と具体的な取組をまとめた

第５次基本計画を策定しました。  

新たな計画では、政策目的を明確化するため、「Ⅰあらゆる分野における女性の活躍」、「Ⅱ安全・安

心な暮らしの実現」、「Ⅲ男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備」の 3つの政策領域に体系化さ

れるとともに、各政策領域に計 11分野が掲げられています。 

Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍 

１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

２ 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 

３ 地域における男女共同参画の推進 

４ 科学技術・学術における男女共同参画の推進 

Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 

５ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

６ 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備 

７ 生涯を通じた女性の健康支援 

８ 防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進 

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

９ 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 

10 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進 

11 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 

Ⅳ 推進体制の整備・強化  
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２ 男女共同参画に関する愛媛県の動き ―第２次計画中間改定後の取組― 

 

愛媛県男女共同参画計画における主要課題等について、計画の中間改定後（平成 28年度以降）の主な

取組は次のとおりです。 

 

主要課題１ 男女の人権の尊重 

［重点目標 1 女性に対する暴力の根絶］ 

○ 平成 30年 9月には、性暴力被害者の心身の負担を軽減し、その健康回復を図るとともに、被害の潜

在化を防ぐことを目的とした「えひめ性暴力被害者支援センター」を設立し、令和元年 9月に「ひめ

ここ」という愛称を設定しました。 

○ 女性に対する暴力をなくす運動やＤＶ防止のパンフレット、啓発用カード等の作成・配布など、県民

や関係者の意識の喚起と情報提供に努めました。 

○ ドメスティック・バイオレンス防止対策推進会議を設置し、司法、医療、教育、福祉関係者などから

幅広い意見を聴取して、施策の充実を図りました。 

○ ドメスティック・バイオレンス防止対策連絡会の定例会ほか、各地方局単位で関係機関の実務担当

者や相談員を中心とした地域ブロック別担当者会により関係機関の更なる連携強化を図るとともに、

配偶者暴力相談支援センターである福祉総合支援センター、男女共同参画センターを中心に、被害者

からの相談業務や一時保護業務等様々な取組を行いました。 

○ 若い世代向けの防止啓発リーフレットやカード、デートＤＶへの理解を深めるＤＶＤ等を作成・配

布するとともに、デートＤＶ防止啓発講座を開催しました。 

○ 警察では、被害防止のための制度等の情報提供や講演会の実施、ストーカー行為への警告、ＤＶ事案

の相談や保護命令への対応、事件検挙等を行いました。また、女性被害者相談センターの設置拡大や

警察署に警察安全相談員を配置し、被害者相談に取り組みました。 

○ 高齢者相談事業を行うとともに、高齢者虐待防止の取組の推進を図りました。 

○ 県障がい者権利擁護センターによる相談により早期発見と未然防止につなげるとともに、広報・啓

発活動を行い、障がい者への虐待防止の取組の推進を図りました 

 

［重点目標 2 メディアにおける男女の人権の尊重］ 

○ 図書類等の有害指定を行い、有害図書類は青少年に販売・貸付けしないよう関係業者に通知すると

ともに販売店等に定期的に立入調査を実施し、環境の浄化に努めました。 

 

［重点目標 3 生涯を通じた女性の健康支援］ 

○ 生涯を通じた女性の健康支援事業として、生と性、性感染症等の正確な知識と認識の浸透を図るた

め、健康教育や健康相談を実施しました。 

○ 不妊専門相談や不妊治療に要する費用の助成のほか、妊娠、出産から新生児にいたる高度専門的な

医療体制の整備に取り組みました。 

○ 平成 29年 9月～10月にかけて、第 72回国民体育大会愛顔つなぐえひめ国体が開催されました。 

 

［重点目標 4 貧困、高齢、障がい等により困難を抱えた女性等への支援］ 

○ 平成 27年 4月に生活困窮者自立支援法に基づき、生活全般にわたる困りごと相談窓口が各地域に設
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置され、関係機関と連携して解決に向けた支援を行いました。 

○ 現役で働く世代の介護への理解を深め、突然介護に直面した場合にも役立つ具体的情報を提供する

「働く家族の介護力強化セミナー」を開催しました。 

○ 平成 29年 10月には、第 17回全国障害者スポーツ大会愛顔つなぐえひめ大会が開催されました。 

○ 愛媛県外国人相談ワンストップセンターにおいて、令和元年 6 月から多言語電話通訳サービスを利

用し、外国人生活相談窓口の対応を拡充しました。 

 

（参考）法律や関係計画等の状況 

○ 「配偶者暴力防止法」（平成 13年 10月施行）が令和元年 6月に改正されるとともに、国の「配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」も見直しが行われました。 

○ 令和 2年 6月に「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を決定し、令和 2年度から 4年度までの 3年

間を性犯罪・性暴力対策の集中強化期間として取組の強化に取りくむこととしています。 

○ 「愛媛県青少年保護条例」（昭和 43年 4月施行）を平成 30年 12月に改正し、青少年に対し児童ポ

ルノの提供を求める行為の規制や、携帯電話等のフィルタリング利用について事業者や保護者に説明

や書面提出等を義務付けるなど、青少年の被害の未然防止に向けた規制強化を行いました。 

○ 「愛媛県人権尊重の社会づくり条例」（平成 13 年 4 月施行）に基づき策定した「愛媛県人権施策推

進基本方針」を令和 2年 3月に改訂し、すべての人の人権が尊重される社会を目指して人権教育・啓

発や人権擁護を推進しています。 

○ 第２次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり 21」（計画期間：平成 25 年度～35 年度）を策定し、

県民を中心に健康に関わる関係機関・団体等が一体となって健康づくり運動を効果的に推進していま

す。 

 

 

主要課題２ 男女共同参画の視点に立った意識の改革 

［重点目標 1 男女共同参画の視点に立った意識改革と実践］ 

○ 毎年、6月 17日～23日の男女共同参画推進週間（パートナー・ウィークえひめ）に「男女共同参画

社会づくり推進県民大会」を開催し、愛顔（えがお）あふれる男女共同参画フォトコンテストを実施

するなど広く県民の意識啓発を行いました。 

○ 広報誌やメールマガジンにより男女共同参画に関する情報発信を行うとともに、男女共同参画セン

ターや各地域で講座を開催し、男女共同参画について学習する機会を提供しました。 

○ 地区ごとに農山漁村女性ビジョン推進会議を開催しました。 

 

［重点目標 2 男女共同参画の視点に立った教育の推進］ 

○ 中高校生を対象とした男女共同参画講座を開催するとともに、理工系分野に関心を持つ女子生徒と

女性研究者の交流の機会を提供しました。 

○ 高校では全ての生徒が在学中に保育・介護や奉仕活動などの交流体験を行う機会を設けました。ま

た、中学生対象の赤ちゃんふれあい授業も実施しました。 

 

主要課題３ 意思決定の場への女性の参画拡大 

［重点目標 1 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の導入による女性の参画拡大］ 

− 10 −



○ 県の審議会等への女性委員の登用率の向上や、女性委員のいない審議会の解消に向けて数値目標を
設定して取り組みました。 

○ 県民の県政参画、特に女性の参画機会の拡大を図るため、審議会等委員の公募を積極的に実施しま
した。 

○ 県・市町の女性管理職を対象に研修会を実施しました。  
［重点目標 2 女性の能力開発（エンパワーメント）等の支援］ 

○ 各分野で活躍している女性の人材リストを作成し、県庁各課や市町等の求めに応じて情報を提供し
ました。 

○ 男女共同参画の視点から学ぶエンパワーメントカレッジを開催し、リーダー養成にも対応したカリ
キュラムを設けました。 

○ 女性グループ等の活動への支援、グループの交流、連携強化を図りました。 
○ 生涯学習推進計画に基づき、男女共同参画社会の実現に向けた学習を、県民の社会参加を促進する
ための学習活動として位置付けました。 

○ 女性リーダー育成のため、課題解決型のワークショップを開催しました。  
［重点目標 3 防災・減災対策及び地域活性化に向けた男女共同参画の推進］ 

○ 県民に自助対策の実践を促進するため、市町毎に防災意識啓発講演会を開催するとともに、地域防
災の担い手育成の一環として、愛媛防災インストラクターの養成等を行ったほか、自主防災組織等の

構成員を対象に、防災士資格試験の受験資格を取得できる講座を開催し、「防災士」の計画的な養成を

行いました。 
○ 女性消防団員を含め団員確保を目的としたキャラバン隊を編成し、行政、企業・団体、地域住民等へ
の広報啓発活動を実施したほか、女性消防団員の加入促進に向けた県民大会を実施しました。 

○ 「女性・子ども等への配慮」「女性の避難所運営の参画」などの内容を盛り込んだ、各市町の避難所
運営マニュアルの策定支援を行いました。 

○ 「愛媛県地域防災計画」に、県及び市町は、災害対応における男女共同参画の視点から、関係部局と
の連携体制の構築や役割の明確化、様々な会議・組織等への女性の参画拡大などに努めることを明記

しました。 
○ 県民主体の地域社会づくりを進めるため、特に企業等のＣＳＲ活動の促進の一環として、企業担当
者や働く人を対象とした介護と仕事の両立のための講座や相談会等への支援を行いました。 

○ 国際交流員の招致、海外技術研修員の受入等のほか、県国際交流協会等と連携して国際交流・協力事
業を行いました。  

（参考）法律や関係計画等の状況 

○ 政治分野における男女共同参画を推進し、男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与すること

を目的とする「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が平成 30 年 5 月に施行されま

した。  
主要課題４ 家庭生活と仕事、地域活動が両立する環境整備 

［重点目標 1 男女が共に参画する家庭・地域づくり］ 

− 11 −



○ 「えひめ仕事と家庭の両立応援企業」の認証を行うとともに、認証取得のための支援を行いました。

（平成 31年 4月に「えひめ子育て応援企業」からリニューアル） 

○ 積極的に仕事と子育ての両立支援を導入する企業への助成を行うとともに、事業主等を対象とした

仕事と生活の調和を考えるセミナー等を開催しました。 

○ 男女が共にＮＰＯやボランティア活動に気軽に参加しやすい環境づくりを推進するため、ボランテ

ィアや社会貢献活動、ボランティアマッチングシステム（いーよネット）に関する情報を掲載したホ

ームページの運営を行いました。 

○ 男性の家事参画を推進するため、家事を楽しみ、積極的に取り組む男性（カジダン）の育成やネット

ワーク化を図るとともに、若者の視点からカジダンが活躍できる職場改革に取り組みました。 

 

［重点目標 2 安心して子どもを育てられる環境整備］ 

○ 多様な保育需要に対応するため、延長保育や休日保育、病児保育等の実施を支援しました。 

○ 地域で育児や介護について助け合うファミリー・サポート・センターの設置や運営を支援しました。 

○ 児童館のほか保育所や学校の余裕教室、集会所など地域住民に最も身近な社会資源を利用した放課

後児童クラブ事業の実施を支援しました。 

○ 地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業の実施など市町が地域実情に応じて行う「地域子ども・子

育て支援事業」について助成し、子育て支援の充実を図りました。 

○ ひとり親の経済的自立に向けた就労支援策として、資格取得の講座受講等を支援しました。 

○ 子育て世帯が、役所に足を運ばなくても、気軽に悩みを解決したり、子育てに関する情報を取得でき

る方法として、スマートフォン対応のアプリを開発し、バーチャル上のワンストップ相談体制を構築

するなど、子育て世帯の不安感や孤独解消に向け、総合的な子育て支援を行いました。 

○ 県発達障がい者支援センター（あい♥ゆう）において、解決困難な専門性の高い相談支援や市町担当

者の資質向上等の機能を強化し、重層的な支援体制の整備を図りました。 

○ 医療的ケア児等に対し、地域において包括的な支援が提供できるよう、県、市町に福祉、医療、保健、

教育等の関係機関の協議の場を設置し、連携促進に努めました。 

 

［重点目標 3 高齢者や障がい者が共に輝いて暮らせる条件整備］ 

○ 高齢者の臨時的・短期的な就業を提供するシルバー人材センターの育成、援助を行いました。 

○ 在宅介護研修センターや地域包括支援センターにおいて、介護家族や介護ボランティアの研修を実

施しました。 

○ 介護保険制度の要である介護支援専門員の支援体制整備のため、介護支援専門員指導者検討会の実

施や地域リーダーの養成を実施しました。 

○ 認知症高齢者の介護に係る指導者や実務者など人材育成研修を実施しました。 

○ 総合的な福祉・介護人材確保のため、有資格者の活用や福祉・介護のイメージアップ事業、キャリア

アップ研修などを実施しました。 

○ 障がい者スポーツ選手の育成・強化を図るとともに、手話通訳者等養成研修を拡充して実施しまし

た。 

○ 障がい者の芸術文化活動を総合的に支援する「県障がい者アートサポートセンター」を設置し、「障

がい者芸術文化祭」の開催など、障がい者の芸術文化活動を支援しました。 

○ 障がい福祉制度の中核となる相談支援専門員の支援体制の強化を図るために策定した「愛媛県相談
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支援専門員人材育成ビジョン」に基づき、基幹相談支援センターの設置を促進するとともに、法定研

修の充実、専門的な研修を実施しました。 

○ ピアサポート・ピアカウンセリング等の障がい者・家族同士が行う援助として有効かつ重要な手段

である当事者等による相談活動の充実を図るとともに、ピアサポーターの育成に努めました。 

○ 障がい保健福祉圏域ごとに設置している障害者就業・生活支援センターを活用し、障がい者の就業

面、生活面における相談支援を行うとともに、関係機関との連携を図り、雇用前から雇用後の職場定

着まで一貫した支援を行いました。 

 

（参考）法律や関係計画等の状況 

○ 平成 15年 7月に成立した次世代育成支援対策推進法に基づく「えひめ・未来・子育てプラン」を改

定し、次世代に向けた基本となる行動計画「第２期えひめ・未来・子育てプラン（後期計画）」（計画

期間：令和 2年度～令和 6年度）を令和 2年 3月に策定しました。 

○ 高齢者施策の目指す方向性を示す総合計画として、平成 29年 3月に策定した第７期の「愛媛県高齢

者保健福祉計画・愛媛県介護保険事業支援計画」（計画期間：平成 30年度～令和 2年度）に基づく取

組を推進しています。 

○ 障がい者を取り巻く様々な課題に的確に対応していくため、令和 2 年 3 月に「第５次愛媛県障がい

者計画」（令和 2年度～令和 5年度）を策定し、取組を推進しています。 

 

主要課題５ 女性の活躍と男性中心型の働き方等の見直し 

［重点目標 1 男女均等な雇用環境の整備］ 

○ きめ細かな職業相談や就職に必要な各種講座の開催、企業が求める人材の育成など、若年者の雇用

対策、人材育成を総合的に実施しました。 

○ 男女共同参画社会づくり、特に女性の登用の拡大など女性活躍を推進するため、「えひめ女性活躍推

進協議会」等と連携し、愛媛県版イクボス「ひめボス」の推進やコンサルタントの派遣による企業の

取組のブラッシュアップ、組織の枠を超えたメンター制度の構築、優良事例のひめボスグランプリの

開催等を行いました。 

○ 内閣府と共催で、女性役員候補等の女性を対象に、県内企業の経営者等を講師とした女性役員育成

研修を開催しました。 

○ 分野横断的なワンストップ総合ポータルサイトの運営やひめボスの推進を図る講師の養成などにも

取り組みました。 

○ 女性活躍を推進する事業を通じ、女性活躍推進法に基づき一般事業主行動計画の策定が努力義務に

とどまる中小企業等においても、女性登用等の自主目標設定を推進するなど本県独自に企業実情を踏

まえた取組を行うとともに、取組の成果を見える化するため、新たな認証制度「ひめボス事業所 plus」

「ひめボス事業 plus+」を創設しました。 

 

［重点目標 2 職業生活における女性の活躍推進］ 

○ 子育て支援等に取り組む企業への顕彰や積極的に両立支援を導入する企業への助成などを行いまし

た。 

○ 働きながら子育てしやすい労働環境の整備を進めるため、企業における自律的な取組を推進するこ

ととし、ワーク・ライフ・バランス推進に向けた啓発を行いました。 
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［重点目標 3 農林水産業における男女共同参画の促進］ 

○ 農山漁村の女性の経済的地位の向上を図るため、女性組織の起業活動を支援しました。 

○ 家族経営協定の締結とともに、共同申請による女性の認定農業者確保を進めました。 

○ 女性が活動しやすい環境づくりとして、女性によるネットワーク組織を育成しました。 

 

（参考）法律や関係計画等の状況 

○ 平成 30 年 6 月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（以下「働き方改革

関連法」という。）が成立し（平成 31年 4月から順次施行。）、令和元年 5月に「男女雇用機会均等法」

及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が改正されました。 

○ 「愛媛県農山漁村女性ビジョン」（計画期間：平成 28年度～令和 2年度）を令和 2年度に改定し、農

山漁村における男女共同参画社会の形成を推進することとしています。 

 

 

推進体制 

［男女共同参画推進条例の適切な施行］ 

○ 愛媛県男女共同参画推進条例に基づき、総合的な計画や施策の推進を図りました。 

○ 愛媛県男女共同参画推進委員が県の施策への苦情や性別による差別的取扱い等人権侵害の申出に対

応して、苦情等を処理しました。 

 

［市町、関係機関、民間団体との連携強化］ 

○ 市町男女共同参画担当課長会議を開催するとともに、市町に有識者や県職員をアドバイザーとして

派遣し、計画策定を支援しました。 

○ 各種団体等で構成する「男女共同参画社会づくり推進県民会議」を主体として、県民大会を開催しま

した。 

○ 平成 26年 8月に県内企業等を中心に設立された「えひめ女性活躍推進協議会」等と連携し、女性活

躍推進に向けた各種事業を実施したほか、県内中小企業等における自主目標の設定に取り組みました。 

 

［拠点施設の充実、機能強化］ 

○ 拠点施設である「男女共同参画センター」において、各種の研修、相談、調査研究、団体との連携等

に努めました。 

 

［計画の進行管理、公表］ 

○ 庁内の推進体制である「愛媛県男女共同参画推進本部」を活用し、総合的・計画的な施策の推進を図

りました。また、この推進本部の下に従来の幹事会に加え、関係課による女性活躍推進部会を設置し、

女性活躍を推進するための施策について課題の共有や連携して男女共同参画社会づくりに資する施

策を効果的に進めるため、体制の強化を図りました。 

○ 「愛媛県男女共同参画会議」において男女共同参画に関する重要事項や本計画の進捗状況について

審議するとともに、年次報告書を作成し公表しました。  
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指標の状況 
 

主要課題 項目 H27 H28 H29 H30 R1
目標値

（R2)

女性の犯罪被害防止講習の実施回数 21回 21回 18回 18回 58回 30回

特定健康診査実施率
39.8％

（H25）

41.4％

(H26)

43.1％

(H27)

43.0％

(H28)

46.5％

 (H29)

70％

(H29)

生活困窮者自立支援法に基づく認定就

労訓練事業所数
１箇所 １箇所 2箇所 2箇所 ２箇所 20箇所

ひとり親家庭の就業率 93.4％ 93.1％ 93.1％ 93.1％ 92.9％ 94％以上

男女の地位が平等と感じる人の割合 25.5％ 29.3％ 31.9％ 31.9％ 24.1％ 40％

県立高校生の保育・介護体験活動への

参加率
52.3％ 51.9％ 49.0％ 53.7％ 56.3％ 60％

審議会等における女性委員の割合 42.6％ 41.9％ 40.9％ 40.8％ 41.1％ 45％以上

県職員（知事部局等※1）の女性役付職

員の割合
11.6％ 12.8％ 13.8％ 14.7％ 14.7％ 20％

消防団員における女性の割合 2.8％ 3.0％ 3.0％ 3.2％ 3.3％ 5％

えひめ子育て応援企業の認証件数

（Ｈ31.4～えひめ仕事と家庭の両立応援

企業にリニューアル）

562社 582社 620社 643社 653社 625社以上

えひめ家庭教育サポート企業の協定締

結件数
61件 66件 69件 75件 81件 85件

県職員（知事部局等※2）の育児休業又

は連続する5日以上の育児休暇（※3）を

取得した男性職員の割合

2.5％
育休取得率

15.6％
育休取得率

10.2％
育休取得率

11.8％
育休取得率

12.9％ 13％

仕事と生活の調和の実現が図られてい

ると感じる人の割合
48.4％ 49.4％ 58.7％ 43.2％ 40.5％

向上

(R元）

愛媛ボランティアネットの登録件数 3,823件 3,961件 4,118件 4,397件 4,698件 4,300件

認定こども園、幼稚園、保育所の利用人

数
41,418人 41,903人 41,472人 40,884人 40,677人

41,723人

(R元)

延長保育の実利用人数
6,009人

(H26)

5,898人

 （H27)

6,543人

（H28)
5,280人   5,855人

9,479人

(R元)

地域子育て支援拠点施設設置箇所数 80箇所 82箇所 82箇所 87箇所 87箇所
91箇所

（R元）

放課後児童クラブ登録児童数 11,124人 12,496人 13,427人 11,178人 14,539人
13,509人

（R元）

病児・病後児保育の延べ利用人数
6,542人

（H26)

8,936人

（H27)
10,434人 13,883人 13,364人

24,588人

（R元）

ファミリー･サポート･センターの設置箇所

数
11箇所 12箇所 12箇所 12箇所 12箇所

14箇所

（R元）

認定こども園の認可・認定数 46箇所 60箇所 60箇所 74箇所 100箇所
96箇所

（R元）

子育て短期支援（ショートステイ） 10箇所 10箇所 12箇所 14箇所 16箇所
12箇所

（R元）

短期入所サービス 409,881日 502,689日 450,776日 525,075日 465,893日 902,795日

認知症サポーター養成数 95,408人 109,169人 123,597人 139,302人 153,421人 207,900人

バリアフリー化に配慮した県営住宅戸数

割合
56.4％ 57.4％ 58.0％ 60.6％ 63.1％

57.0％

（R元）

１

男女の人権の

尊重

２

男女共同参画

の視点に立った

意識の改革

３

意思決定の

場への女性

の参画拡大

[斜体標記は、目標を達成したもの]

４

家庭生活と

仕事、地域

活動が両立

する環境整備

− 15 −



             
主要課題 項目 H27 H28 H29 H30 R1

目標値

（R2)

従業員数10人以上300人以下の県内企

業のうち、新たに女性登用等の自主目

標を設定する企業
※（ ）書数値は県内設定企業総数

19社
294社

（429社）

445社

(738社）

617社

(950社）
779社 700社

育児休業取得率
男性1.0％

女性83.1％

男性 1.0％

女性83.1％

（Ｈ27）

男性4.8％

女性91.7％

男性4.8％

女性91.7％
（Ｈ29）

男性4.3％

女性88.8％

男性10.0％以上

女性90.0％以上

25歳から44歳までの女性の就業率 72.1％
72.1％

(H27)

72.1％

(H27)

72.1％

(H27)

72.1％

(H27)
77％

農業委員及び農地利用最適化推進委

員における女性の登用
12委員会 12委員会 13委員会 13委員会 13委員会

複数の

委員登用

20委員会

農業協同組合における女性参画三部門

達成数（※4）
3農協 3農協 3農協 3農協 4農協

　

12農協

認定農業者に占める女性の割合 8.7％ 8.2％ 8.4％ 8.5％ 8.5％ 10％

農業指導士に占める女性の割合 25.0％ 25.5％ 26.9％ 25.9％ 24.1％ 30％

森林組合等認定林業事業体の役員に

占める女性の割合
12.8％ 13.2％ 13.4％ 13.8％ 14.5％ 15％

女性を役員に登用している漁業協同組

合の割合
5.7％ 5.7％ 5.7％ 5.7％ 3.8％ 10％

新規女性起業活動数 ― 13件 18件 30件 42件 60件

家族経営協定締結数 1,105戸 1,101戸 1,127戸 1,170戸 1,178戸 1,300戸

県林業研究グループ連絡協議会の会員

に占める女性の割合
15.2％ 14.5％ 14.4％ 16.4％ 16％ 20％

女性ネットワークの数 24組織 26組織 30組織 31組織 33組織 30組織

一次産業女子メンバー数 20名 56名 76名 89名 100名 80名

※４　女性参画三部門とは、農業協同組合における、①役員における女性の複数登用、②正組合員数に占める女性の割合25％、

　 　　③総代に占める女性の割合10％を指す。

※３　育児休暇は、配偶者出産休暇や育児参加休暇など、子育て目的で取得する休暇をいう。

※５　各年度実績は、集計期間（５月から翌年４月）の関係で前年度実績を記入。

※１　知事部局及び諸局（公営企業及び教育委員会を除く）

※２　知事部局及び諸局（教育委員会を除く）

５

労働の場に

おける男女

平等の確保

[斜体標記は、目標を達成したもの]
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３ 社会経済環境の状況 
 

男女共同参画社会の形成に関係する社会経済環境の変化に的確に対応するため、計画策定に当たり、

計画全般にわたる共通課題を記述したうえで、少子・高齢化、家族形態、地域社会、就業構造の変化等

について検討しました。 

第３次愛媛県男女共同参画計画では、それらの現在の状況を踏まえ、計画に反映させることとしまし

た。 

 

計画全般にわたる共通課題 
○ 平成 27年に国連で持続可能な開発目標（SDGs）を含む「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

が採択され、「誰一人取り残さない」社会を目指し、国際社会が一致して取組を進めています。日本で

も「SDGsモデル」の確立に向けた取組の柱の一つに「あらゆる人が活躍する社会・ジェンダー平等の

実現」を掲げており、地域においても持続可能な世界の実現と軌を一にした取組が求められています。 

○ 国は、男女共同参画の取組が未だ十分でない要因の一つは、社会全体における固定的な性別役割分

担意識やアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）の存在であると総括しています。 

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界は生命や生活、経済、社会、さらには行動や意識、価

値観にまで及ぶ大きな影響を受け、歴史的な転換点に直面しています。感染症が収束したポストコロ

ナ時代を見据え、第３次愛媛県男女共同参画計画は、「新たな日常（ニューノーマル）」の基盤となる

ことを目指して策定することとしています。 

 

１ 人口減少、少子高齢化の進展 
［状 況］ 
○ 令和元年の出生数は、統計を取り始めて以来初めて 90 万人を下回る 87 万人となり、合計特殊出生

率（一人の女性が一生の間に生む平均子ども数）は 4年連続で低下しています。年少人口（15歳未満

の人口）の割合も減少しています。 

○ 県人口は男女共に減少が続いています。国の総人口も平成 17年に初めて前年を下回り、平成 18、19

年は横ばい、平成 20 年から減少が続いており、平成 27 年から長期の人口減少過程に入っています。 

○ 生産年齢人口（15歳以上 65歳未満の人口）が減少する一方、老年人口（65歳以上の人口）は増加し

ています。令和元年の平均寿命は男性 81.4歳、女性 87.45歳で、女性の過半数が 90歳まで生存する

社会が到来しようとしています。県人口の老年人口比率は上昇し、全国水準より早いスピードで高齢

化が進んでいます。また、介護の必要な人は増加しています。 

○ 地方から大都市圏へ若年者、特に女性が流出し、地方にとっては深刻な人口流出や少子高齢化に直

面しています。流出の要因の一つとして、地元が女性にとって働きにくい環境であることが指摘され

ています。 

［課 題］ 
○ 少子化対策は喫緊の課題となっています。少子化の様々な要因の一つとして、男女共同参画社会の

形成が遅れていることが指摘されています。男女が家庭生活とその他の活動を両立させ、協力して子

育てができる環境の整備が求められています。（主要課題 4、5へ反映） 

○ 高齢化や人口減少の中で社会経済の活力を維持していくためにも、性別や年齢などに制約されず、

能力が発揮できる社会環境が求められています。（主要課題 4、5へ反映） 
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２ 家族形態の変化 
［状 況］ 
○ 未婚・単独世帯が増加するなど、世帯構成に大きな変化が生じています。 

○ 女性の家事の時間は男性に比べて長く、家庭のことは主に女性によって担われている状況にありま

す。 

○ 男性の就業時間は特に 30歳代後半と 40歳代前半で長くなっています。 

［課 題］ 
○ 女性の家事・育児・介護等の負担が軽減されるとともに、男女が家族の一員としての責任を担い、協

力して共に参画し、家庭を充実・活性化していくことが大切です。また、育児・介護等を地域や社会

全体で支えていくことが求められています。（主要課題 4、5へ反映） 

○ 男女共に生活と仕事との調和の取れた生き方が求められています。特に、男性が子育てや教育、介護

などに参加できる社会環境の整備や、働き方の見直しが必要です。（主要課題 4、5へ反映） 

 

３ 地域社会の状況 
［状 況］ 
○ 地域社会での助け合いなど、身近なことについての地域の役割や機能に対する期待は高まっていま

す。 

○ 地方分権が進む中で住民の積極的な参画のもとに地域の状況や特性を生かした魅力ある地域づくり

が求められています。 

○ 人生 100 年時代を迎え、生涯にわたる豊かな人生のため、仕事以外に個人としての多様な活動に参

加し、活動の場や役割を持つことが求められています。 

○ 地域への帰属や連帯の意識は薄れつつありますが、住民としてのつながりだけではなく、ボランテ

ィアやＮＰＯの活動など社会貢献活動を通じた人々のつながりなど、多様な人間関係や社会関係が注

目されています。 

［課 題］ 
○ まちづくりなど地域の活性化や課題解決などに、住民自らが関わっていくことが大切です。地域活

動への男性の参画、地域活動における方針決定過程への女性の参画の促進など、地域における男女共

同参画社会の形成が求められています。（主要課題 2、3へ反映） 

○ ボランティアやＮＰＯなどの県民活動を育むとともに、それらの活動に男女が共に参画していくこ

とが必要です。（主要課題 3へ反映） 

 

４ 雇用環境の変化やデジタル化等の進展 
［状 況］ 
○ 女性の労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口の割合）が子育て世代で低下するいわゆるＭ字

カーブは解消に向かっていますが、増加した女性就業者には非正規雇用労働者が含まれています。非

正規雇用労働者は多様な就業ニーズに対応するというプラスの面もありますが、男女間の待遇の差や

女性の貧困の背景につながっていると考えられています。 

〇 平成 28 年に成立した女性活躍推進法は 10 年の時限立法であり、職業生活における女性登用等を進

めるために、さらなる取組を強化する必要があります。 
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［課 題］ 
○ 雇用等の均等な機会と待遇の確保の一層の徹底が求められています。また、男女の格差を解消する

ためのポジティブ・アクションへの理解促進が課題となっています。（主要課題 5へ反映） 

○ 育児や介護等を理由に離職した女性の再就職に向けた支援や起業等への支援が求められています。

（主要課題 4、5へ反映） 

○ デジタル化の進展など新たな状況に対応した能力開発や、女性のチャレンジを支援する情報を提供

していくことが必要です。（主要課題 3、4、5へ反映） 

○ 働き方の見直しや意識改革を図るなどワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進に向け

た取組が必要です。（主要課題 4へ反映） 

○ 女性活躍推進法に基づく事業主行動計画は、従業員 301 人以上の大企業で策定が義務付けられてい

ましたが、令和 4年には従業員数 101人以上の企業に拡大されることとなっています。県では、取組

の成果を「見える化」するため、行動計画の定める目標の達成状況をランク付けする「ひめボス事業

所 plus」等のランク制度を創設し、取組を強化しています。（主要課題 5へ反映） 

 

５ その他の状況 
［状 況］ 
○ 南海トラフ地震等の大規模災害への備えが本県の課題となっていますが、東日本大震災等を教訓に、

防災や災害復興への女性の参画の必要性が指摘されています。また、地域づくりや環境などあらゆる

分野で男女が共に参画することの大切さが指摘されています。 

○ 本県では、令和元年度に財政健全化基本方針を改定し、これまで徹底した歳出の削減、歳入の確保に

取り組んだ結果、実質公債費比率・将来負担比率は、目標とする全国平均（東京都を除く）を下回る

良好な水準を維持しているところですが、平成 30 年度には、西日本豪雨災害への対応に財源対策用

基金を大幅に取り崩したことに加え、新型コロナウイルスの影響により県税収入の動向は一層不透明

となる中、社会保障関係経費を始めとする財政需要の増大が見込まれるところであり、県財政を取り

巻く状況は依然として厳しい状況にあります。 

○ 単身世帯やひとり親世帯の増加、雇用・就業構造の変化や新型コロナウイルス感染症の影響などの

中で、生活困難層が幅広い層に広がっています。 

［課 題］ 
○ 防災分野及び社会資本の整備や維持管理を担う建設産業における女性の参画拡大など男女共同参画

を推進していく必要があります。（主要課題 3へ反映） 

○ あらゆる分野で男女共同参画の視点が生かされること、また、課題に応じたさまざまな形で、県民活

動とのパートナーシップのもとに男女共同参画社会づくりが進められることが求められています。（計

画全般、主要課題 3へ反映） 

○ 県民と直接つながり生活に密着した市町での男女共同参画の実現に向けた積極的な取組を促進する

とともに、市町における推進体制の整備や施策の充実が求められています。(計画全般、推進体制へ反

映） 

○ 施策の重点化・効率化に留意するとともに、県民、事業者、市町及び国との連携と協働のもとに、男

女共同参画社会の早期実現を図る必要があります。（計画全般、推進体制へ反映）  
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